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相談して
いる

自分の代で
廃業したい

4.9%

事業を何らかの
形で引き継ぎたい

95.1%

■ 事業承継とは？

会社の「財産」と「経営」の後継者へのバトンタッチ！

● 誰に（後継者）、いつ（タイミング）、どうやって（承継方法）バトンタッチ
するかが問題です。

● オーナー企業の多くが、事業を何らかの形で引き継ぎたいとしている
ものの、過半数がその対策について誰にも相談していません。
（オーナー経営者は結構孤独です。）

44.2%

誰にも相談
していない

55.8%

出所:三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「「事業承継」「職業能力承継」アンケート調査」（2005年12月）
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カリスマ性、貢献度の大きさ、強力なリーダーシップ、豊富な人脈、
独自の経営ノウハウ、営業力や技術力、思い入れの深さ等

■ オーナー経営者からの事業承継の難しさ

● オーナー経営者の2面性 （所有と経営が一致）

● オーナーあっての会社が圧倒的に多い

よって、事業承継を上手に進めるためには、

① 早い段階からの計画的な事業承継の実行

② オーナーと後継者双方の「感謝」の気持ち

③ 関係者の理解と協力

が必要です！

オーナー、後継者および関係者（その他の親族、役員・従業員、取引先等）が
全員満足する事業承継は不可能に近く、後継者や関係者側から提案しにくい。

特にオーナーが優れていればいるほど、後継者の苦労の度合いは大きい。

＝

株主（所有）

財産の維持・拡大

議決権の確保

経営者（経営）

経営理念の承継

継続的な企業の発展

従業員の雇用継続

願い願い
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■ 事業承継を行う上での3つのポイント

●「事業承継問題」とは、オーナー経営者の方が世代交代を迎えたとき、
『経営を任せる後継者がいないか、いてもうまく引き継げない』
『オーナーが保有している自社株が思ってもみなかったほど高く評価され、
次世代へ承継するに際してかなりの負担を伴う』 といった問題ですが、
ポイントは以下の3点に集約され、これらを総合的に解決していく必要があります。

オーナー経営者オーナー経営者

後継者後継者

会社(事業)会社(事業)

税金税金
株式株式

・株式という財産の特異性
（評価、承継の難しさ等）

・魅力ある会社（事業）作り
（経営計画の重要性等）

・組織的経営への転換
（属人的経営からの脱皮）

・後継者問題
（後継者難、経営環境の違い等）

・後継者の育成
（理念、意欲、人望、能力、信用等）

・サポートする人材
（番頭さん、従業員教育等）

キャッシュフローキャッシュフロー

・タックスプランニング
（税負担軽減と税務リスクの回避）

・納税資金対策
（早めの対策の重要性）

・ファイナンス
（キャッシュフロー経営の重要性）

ヒト

カネモノ
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■ 事業承継における課題と解決のための総合支援サービス

● 私どもは豊富な実績と、分野の異なる専門家が協働することにより、オーナー

経営者の悩みに応じた支援サービスをご提供いたします。
実行段階においても貴社を最後までサポートし、着実な事業承継を目指します。

後継者評価・選定支援

事業承継計画策定支援

理念浸透支援,財務・経営分析,
後継者育成支援

ガバナンス整備,人事制度構築

組織設計,人材育成支援

資本政策税務支援

従業員持株会設立・運営支援

IPO・MBO税務アドバイス

M&A税務･人事コンサルティング

自社株評価および相続税試算

株式承継コンサルティング

納税資金計画支援

グローバルタックスプランニング

 後継者はどのような観点で選定すればよいか？

 後継者へいつどのようにバトンタッチすればよいか？

 後継者に思いや理念を引き継ぎ、経営感覚やリーダー

シップを持たせるにはどうしたらよいか？

 意思決定の仕組みはどのようにしていくのがよいか？

 後継者を支える組織作りや従業員育成はどのようにして
いけばよいか？

 資本政策（自己株式取得、新株発行、ストックオプション
等）にかかわる税務上の留意点は何か？

 従業員持株会の活用および運営方法がわからない。

 株式上場・非上場化にかかわる税務上の留意点は何か？

 M&Aを行う場合の税務・労務の問題点は何か？

 自社株の評価額がわからないので相続が不安。

 株式の整理・承継はどのように進めればよいか？

 相続税の納税資金対策はどのようにすればよいか？

 海外への居住・財産移転にかかわる税務上の問題点は
何か？

PwCの支援サービスオーナー経営者の課題（悩み）の例
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■ PwCの支援サービスの特徴

● 従来型の支援コンサルティングは、分析・提言にとどまっていますが、私どもは提案

だけにとどまらず、会計士・税理士、人材・組織戦略コンサルタントといった個々の
専門領域を持つグローバルな集団ならではの専門知識と豊富な実務経験に基づき、
貴社の立場に立って実行段階でのサポートおよびフォローアップも行います。

基
本
プ
ラ
ン
の
提
示

詳
細
プ
ラ
ン
の
作
成

・実
行
サ
ポ
ー
ト

メ
ン
テ
ナ
ン
ス

・ア
フ
タ
ー
ケ
ア

＜モデルケース＞ 通常２年～３年、場合によっては５年以上を要します。

① チェックリスト・ヒアリング・分析資料等に基づき、課題・問題点の抽出
を行います。

② 課題に対する対策案の検討を行い、検討結果に基づき的確な判断に
資する基本プランを提示いたします。

③ 基本プランを基に、ご納得いただけるまでディスカッションを重ね、優先
順位を決めた上で、詳細なプランを作成いたします。

④ 詳細プランに基づき、課題解決のための対策案の実行サポートを行い
ます。

⑤ 経営状況等の変化に応じて、対策案の見直しなどを随時行います。

⑥ その他、税務調査や次世代への対応などアフターケアも、もちろん
行います。

事業承継の支援においては貴社との信頼関係を深めながら

共に歩み着実に改善を支援し、貴社の発展に寄与していきます。



税理士法人プライスウォーターハウスクーパース

〒100-6015 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル15階
Tel: 03-5251-2400  Fax: 03-5251-2424 
www.pwc.com/jp/tax

お問い合わせ

小林和也: kazuya.kobayashi@jp.pwc.com

乙部隆仁: takahito.t.otobe@jp.pwc.com

プライスウォーターハウスクーパース 株式会社

〒100-0061 中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル
Tel: 03-3546-8480 Fax: 03-3546-8481
http://pricewaterhousecoopers.co.jp

プライスウォーターハウスクーパース株式会社について

プライスウォーターハウスクーパース株式会社は、ディールアドバイザリーとコンサルティ
ングサービスを提供する国内最大規模のコンサルティングファームです。M&Aや事業再
生・再編の専門家であるディールアドバイザリー部門と経営戦略の策定から実行まで総合
的に取り組むコンサルティング部門が連携し、クライアントにとって最適なソリューションを
提供しています。HRコンサルティングでは、世界に6,000人のHRコンサルタントを擁する
PwCの人事コンサルティングサービスを日本において担うメンバーファームです。

税理士法人プライスウォーターハウスクーパースと連携して、事業承継、M&A、グループ
経営、事業再生など総合的な取り組みが必要となる経営局面において、組織と人事の領
域におけるプロフェッショナルサービスを提供することにより、クライアントの皆様の経営課
題解決を支援しております。

税理士法人プライスウォーターハウスクーパースについて

税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、プライスウォーターハウスクーパース
のメンバーファームであり、日本の税務事務所としては最大級の税理士法人です。

現在、公認会計士・税理士等のプロフェッショナルを含む約560名が東京事務所、大阪事
務所ならびに名古屋事務所に在籍しています。

事業承継支援サービスをはじめ、法人・個人の税務申告、金融・不動産関連、移転価格、
M&A、事業再編、国際 税務、連結納税制度などの各種専門分野においてコンサルティン

グ、プランニングおよびサポートのサービスを提供しております。

また、海外重要拠点には、日本の税務に精通した日本人を配置し、各国の日本企業部と
密接にコンタクトをとっています。

© 2010 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース プライスウォーターハウスクーパース株式会社 プライスウォーターハウスクーパースとは、

税理士法人プライスウォーターハウスクーパースとプライスウォーターハウスクーパース株式会社、または、プライスウォーターハウスクーパースのグ
ローバルネットワーク、ないしはそのメンバーファームをさしています。個々の組織は分離独立した法的組織となっています。

お問い合わせ

大澤 真 : makoto.ohsawa@jp.pwc.com

花﨑 敏 : satoshi.hanasaki@jp.pwc.com

西本 雅代: masayo.nishimoto@jp.pwc.com


